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第５号様式（第７条関係） 

会議録 

会 議 の 名 称 平成２７年度 清須市文化財保護審議会 

開 催 日 時 
平成２８年３月３０日（水） 

午後２時００分～３時３０分 

開 催 場 所 清洲市民センター ３階 ３０３会議室 

議 題 

１．あいさつ 

２．委嘱状交付 

３．委員長・副委員長選出 

４．議題 

⑴ 平成２７年度事業報告について 

⑵ 平成２８年度事業計画について 

⑶ その他 

会 議 資 料 

・会議次第 

・資料１ 平成２７年度事業報告について 

・資料２ 平成２８年度事業計画について 

・資料３ 清須市文化財関係等一覧表 

公開・非公開の別 

(非公開の場合はその理由) 
公開 

傍 聴 人 の 数 

(公開した場合) 
０人 

出 席 委 員 
後藤委員、箕浦委員、加藤（富）委員、櫛田委員、 

石黒委員、水野委員、津田委員、加藤（安）委員 

欠 席 委 員 ０人 

出 席 者 （ 市 ） 櫻井教育部長 

事 務 局 

（教育部生涯学習課） 

栗本課長、近藤副主幹、藤田係長、柴垣主任主査、

葛西主査、小出歴史文化振興嘱託員、前田歴史文化

振興嘱託員 

会 議 の 経 過 

１．あいさつ 

教育部長あいさつ 

 

２．委嘱状交付 

  机上交付 
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３．委員長、副委員長選出 

  指名推薦により、後藤委員が委員長に、後藤委員長の指名により加藤（富）委

員が副委員長となった。 

  後藤委員長及び加藤（富）副委員長よりあいさつ 

 

４．議題《意見の要旨》 

⑴ 平成２７年度事業報告について 

事務局より、別紙資料１、３に基づき文化財保護に関する平成２７年度の事

業報告について説明。 

  ○委員 埋蔵文化財の関係で、９３条の届出についてどこの遺跡が多いのか。 

  ●事務局 ９３条の件については清洲城下町遺跡がほとんどで、少し朝日遺

跡、土田遺跡があるということになっております。ほとんどは個人住宅の工

事に起因するものです。 

  ○委員 そうした工事立会の中で実際に遺物等が出土するケースは多いのか。 

  ●事務局 住宅の基礎の掘削の深さでは遺構面に到達するケースは少ない。た

だ約１．８ｍ程度掘削する浄化槽の深さになると、土器などが出土するケー

スはあります。 

  ○委員 届出に対する取扱いについては、ほとんど工事立会なのか、あるいは

工事内容によって慎重工事があるのか。 

  ●事務局 浄化槽があれば工事立会。掘削が浅ければ慎重工事の取扱いのもの

もあります。 

  ○委員 総合治水対策特定河川工事にかかる埋蔵文化財発掘調査は既に終了

しているのか。また、近接の上流部分については発掘調査を行っているのか。 

  ●事務局 今回の発掘調査は開発に伴う記録・保存を行うための緊急発掘調査

であるので、既に終了しており工事に入っています。上流部分については、

調査は行われておりません。 

  ○委員 白弓遺跡周辺で開発が進んでいる。周知等はどのように行われている

のか。 

  ●事務局 埋蔵文化財包蔵地の周知に関しては、生涯学習課で照会を受け付け

ている他、建設部都市計画課へ開発に関連して来訪する業者等に埋蔵文化財

包蔵地に該当している場合は生涯学習課を案内していただけるよう協力い

ただいており、周知を図っています。 

⑵ 平成２８年度事業計画について 

事務局より、別紙資料２に基づき文化財保護に関する平成２８年度の事業計

画について説明を行った。 
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  ○委員 文化財講座の受付の状況は。 

  ●事務局 平成２７年度については、例年より少ない状況です。定員４０名と

しておりますが、実態としてはもう少し申込みの受付はしており希望者全員

受け入れておりましたが、２６年度については申込みが予想外に多く、部屋

のキャパを超える申込みがあり、先着順ということから数名お断りをさせて

いただきました。 

  ○委員 文化財講座は毎回同じ方が受講されるのか。 

  ●事務局 ４回１シリーズで講座を開設しているので、基本的には毎回同じ方

が受講されています。 

   

⑶ その他 

  ○はるひ美術館企画展「清須ゆかりの作家 中川幸作写真展」をＰＲ。 

  ○あいち山車まつり日本一協議会事ついて説明。 

     平成２７年１２月１３日（日）に協議会設立総会と決起イベントが開催

された。また、清須市及び西枇杷島町山車保存会が理事となった。平成２

８年度は西枇杷島山車保存会箕浦会長が監事となった。 

  ○県清洲貝殻山貝塚資料館のリニューアルについて説明。 

平成２７年度に基本構想が策定され、平成２８年度に基本計画、平成２

９年度に実施計画が策定され、平成３２年竣工に向けて進んでいくとのこ

と。今後も県と連携して文化財保護事業を実施していく。 

   

○委員 清須市の指定文化財は清須市合併後10年間、新規指定がない状況。市

内には、指定されていないが重要と考えられる文化財が散見される。貴重

な文化財は継続して保存して欲しい。 

閉会 

 

会 議 の 結 果 審議に関する事項はなし 

問 い 合 わ せ 先 教育部生涯学習課 

０５２－４０９－６４７１（清洲市民センター） 

 


